
















































1 

 

30 飯議第 180 号  

平成 30 年 11 月 16 日 

飯田市議会 

議長 清水 勇 様 

議会運営委員会 

委員長 村松 まり子 様 

 

議会改革推進会議 

委員長 後藤 荘一 

 

飯田市議会における反問権の扱いについて（答申） 

 

 平成 29 年９月 13 日の議会運営委員会の決定により、議会改革推進会議へ諮問のあ

った「飯田市議会における反問権の検討について」（平成 29 年８月 23 日付け 29 飯企

第 173 号）については、下記のとおり答申します。 

 

記 

１ 諮問事項 

「飯田市議会における反問権の扱い」 

 

２ 中間報告（平成 30 年３月 22 日）の内容 

飯田市議会は、市の意思決定の場としての議会における議論を尽くすため、市執

行機関に反問権を付与する方向で検討する。 

 

（議会での反問権付与の理由） 

(1) 市議会は「言論の府」であり、市の意思決定の場であることから、より的確な

議論が行われることが期待される。 

(2) 市議会における議論は、市民の福祉の増進に資するための政策実現に向けたも

のであることから、その内容が理解されるために、論点や争点が市民に明確に伝

わる必要がある。 

(3) 反問権の付与により議論の活性化が図られることは、議員個々の資質向上にも

つながり、もって議会力の向上に寄与することが期待される。 

 

３ 答申内容（最終） 

中間報告でまとめた反問権付与の理由に基づき、反問権を付与している県内市議

会の視察や他議会の事例も研究しながら、飯田市議会としてどのように反問権を扱

うのが最適であるかを議論した。 

その結果、反問権を付与する方向で「飯田市議会会議規則の一部を改正する規則

（案）」及び「飯田市議会における反問権の実施要綱（案）」としてまとめた。 
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なお、要綱案の第５条（その他）のとおり、要綱に定めるもののほか必要な事項

は、議会運営委員会において協議し、運用指針としてまとめることとしてあるが、

「反問権の運用指針（案）」及び「反問の具体的な運用例」を議会改革推進会議で

まとめた。 

また、議会改革推進会議としては、平成 30 年第４回定例会で会議規則の改正及

び実施要綱を制定し、平成 31 年第１回定例会からの運用を目指して、議論を進め

てきた。 
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飯田市議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

 

飯田市議会会議規則（昭和54年飯田市議会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第63条の次に次の１条を加える。 

 （質疑及び質問に対する反問） 

第63条の２ 法第121条第１項の規定により議場に出席した者で、議案に関する質疑

に対して答弁するものは、当該質疑の趣旨を明確にするため、議長の許可を得て、

当該質疑を行った議員に対して反問することができる。 

２ 第62条第１項及び前条第１項に規定する質問に対して答弁する者は、当該質問の

趣旨を明確にするため、議長の許可を得て、当該質問を行った議員に対して反問す

ることができる。 

 第112条の次に次の１条を加える。 

 （質疑に対する反問） 

第112条の２ 第91条第１項第２号の質疑に対して答弁する者は、当該質疑の趣旨を

明確にするため、委員長の許可を得て、当該質疑を行った委員に対して反問するこ

とができる。 

 

附 則 

この規則は、平成 年 月 日から施行する。 
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飯田市議会会議規則新旧対照表 

（最終 平成27年６月26日飯田市議会規則第１号） 

改正後（案） 現行 

（質疑及び質問に対する反問）  

第63条の２ 法第121条第１項の規定により議場に出席した

者で、議案に関する質疑に対して答弁するものは、当該質

疑の趣旨を明確にするため、議長の許可を得て、当該質疑

を行った議員に対して反問することができる。 

 

２ 第62条第１項及び前条第１項に規定する質問に対して答

弁する者は、当該質問の趣旨を明確にするため、議長の許

可を得て、当該質問を行った議員に対して反問することが

できる。 

 

（質疑に対する反問）  

第112条の２ 第91条第１項第２号の質疑に対して答弁する

者は、当該質疑の趣旨を明確にするため、委員長の許可を

得て、当該質疑を行った委員に対して反問することができ

る。 
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飯田市議会における反問権の実施要綱（案） 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、飯田市議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び協議の場（以

下「本会議等」という。）における反問権の行使に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 反問 本会議等での議員の質疑又は質問に対し答弁を的確に行うため、その趣

旨を明確にすることを目的として、答弁者が議員に質問することをいう。 

 (2) 反問権 反問を行うことができることをいう。 

 (3) 答弁者 本会議等で議員の質疑又は質問に対して答弁を行う者をいう。 

 （反問権の行使） 

第３条 答弁者は、本会議等において議長又は委員長の許可を得て、反問権を行使す

ることができる。 

２ 反問権を行使することができる答弁者は、市長その他反問の対象となる質疑又は

質問に関する事務を所管する者とする。 

３ 答弁者は、反問権の行使の開始と終了を明確にしなければならない。 

４ 議長は、持ち時間制による質問において答弁者が反問権を行使した場合にあって

は、反問及び反問への回答に係る時間は質問の持ち時間に含めず、議事進行に支障

がない範囲内において別に必要な時間を確保するものとする。 

５ 議案の質疑において、反問権の行使に伴う答弁者の発言及び議員の回答は、質疑

の回数に含めないものとする。 

６ 議長又は委員長は、反問の内容が反問権の行使の趣旨に合わないと判断した場合

は、注意又は制止することができる。 

 （議員の責務） 

第４条 議員は、答弁者の反問に対して回答するものとする。 

 （その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会において協議し、

運用指針としてまとめ、これを議員及び市長等へ通知する。 
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反問権の運用指針（案） 

 

１ 反問権の行使について 

 反問権を行使する場合の手順を次のとおりとする。 

(1) 反問権を行使しようとする答弁者は、挙手をし、議長又は委員長から指名を受

ける。 

 (2) 指名を受けた後、反問権の行使により質疑又は質問の趣旨を明確にしたい旨を

議長又は委員長に告げ、許可を申し出る。 

 (3) 議長又は委員長は、反問権の行使の許可を宣告する。議長は、持ち時間制によ

る質問において答弁者の反問権の行使を許可した場合、事務局に対して残時間の

停止を指示する。 

 (4) 反問権の行使の許可を得た後、答弁者は議員に反問する。 

 (5) 議員は、反問に対する回答をする。 

 (6) 議長又は委員長は、必要に応じて反問を行った答弁者に反問の終了を確認する。 

 (7) 議長又は委員長は、反問及び反問に対する回答が終わったと判断したら、反問

権の行使を終了し議事（質疑・質問）の再開を宣告する。議長は、持ち時間制に

よる質問においては、事務局に対して残時間の停止の解除を指示する。 

 

２ 反問及び反問への回答を行う場所について 

 (1) 答弁者は、次に掲げる場所において反問するものとする。 

 ア 市長 本会議場においては執行機関側中央の演台。それ以外においては自席。 

 イ 市長以外の者 自席 

 (2) 議員は、次に掲げる場所において回答するものとする。 

 ア 代表質問及び一般質問 質問席 

 イ 上記以外 自席 

 

３ その他 

 反問権の定義及び議会での反問権付与の検討経過について、議会側と執行機関側

で確認をした事項は次のとおり。 

 

【確認事項】 

 飯田市議会は、市の意思決定の場としての議会における議論を尽くすため、市執

行機関に反問権を付与する。 

 

 （議会での反問権付与の理由） 

(1) 市議会は「言論の府」であり、市の意思決定の場であることから、より的確な

議論が行われることが期待される。 

(2) 市議会における議論は、市民の福祉の増進に資するための政策実現に向けたも
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のであることから、その内容が理解されるために、論点や争点が市民に明確に伝

わる必要がある。 

(3) 反問権の付与により議論の活性化が図られることは、議員個々の資質向上にも

つながり、もって議会力の向上に寄与することが期待される。 
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反問の具体的な運用例［本会議 一般質問］ 

 

議員（質問席） ：［ 質問 ］ 

 

市長（自席）  ：議長。（市長挙手） 

 

議長（議長席） ：市長。（指名） 

 

市長（演台）  ：ただいまの□□議員の質問（質疑）について、質問の趣旨を明確

にしたいため、反問権の行使を許可願います。 

 

議長（議長席） ：ただいまの反問権の行使の要求については、これを許可します。 

         事務局は、これより残時間を停止してください。 

         市長。（指名） 

 

市長（演台）  ：□□議員の△△についての根拠をお示しください。 

 

議長（議長席） ：□□議員。（指名） 

 

議員（質問席） ：ただいまの市長からの反問について、お答えします。 

△△については、××ということです。 

 

議長（議長席） ：反問に対する回答がなされましたが、これでよろしいですか。 

 

市長（自席）  ：（挙手） 

 

議長（議長席） ：市長。（指名） 

 

市長（演台）  ：これで反問を終了いたします。 

 

議長（議長席） ：以上で反問権の行使を終了いたします。 

これより、一般質問を再開いたします。 

事務局は残時間の停止を解除してください。 

市長。（指名） 
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議案の分割付託に関する課題整理 

 

１ 分割付託に関する見解 

 議案は一体不可分のもので、これを分割して扱うことはできない。 

○行政実例では「予算は不可分であって、委員会としての最終的審査は一つの委員会におい

て行うべく、二以上の委員会で分割審査すべきものではない」とされています。 

（昭和 29年９月３日自丁行発第 160 号 山口県議会議員宛 行政課長回答） 

 

・多くの議会で分割付託による委員会審査が行われてきた背景としては、 

①予算（決算）は住民生活に直結した重要な議案であり、特に当初予算は行政の一年間の

事業の予定を表すものであり、議会として全議員が審査に関わる必要性を感じていた。 

②以前は、地方自治法の規定により、複数の常任委員会への所属制限があり、全議員参加

の予算（決算）常任委員会の設置は事実上不可能であった。 

 ③全議員による予算特別委員会を設置する手法もあるが、特別委員会は特定の議題に期間

限定で設置するのが原則であるため、継続的に調査研究を進める必要のある予算審査の

場としては適切ではないとの判断もある。 

 以上の項目があげられます。これらを総合的に判断し、分割付託という手法を選択してき

たものと推察します。 

 一方で、平成 18年の地方自治法の改正により、常任委員会への重複所属も認められるこ

とになったことから、近年は不適切な対応を是正する視点から、予算（決算）常任委員会

の設置を進める議会が増えています。 

 （議会運営の実際 22 P205 複数所属が認められた以降も分割付託を継続することは

「はるかに違法性が高い」との記載があります。） 

 

２ 審査について 

・委員会に付託された議案は、委員会で審査を終了し本会議で委員長報告を受けないと、再

度本会議で議題として審議できません。そのため、分割付託された予算案についても、委

員会で採決し本会議で委員長報告を行っています。しかし、分割付託された予算案は、歳

入歳出の合計額に差異が生じており、分割の部分だけでは、予算案として成立していませ

ん。その状況で予算の可否を表明することに対する疑義もあります。 

 

３ 常任委員会で採決態度に違いがあった時の対応について 

・委員会付託された議案は、本会議で委員会での審査結果の報告を受け、質疑、討論、採決

の順で審議を行います。採決態度が同一であれば、スムーズに議事進行できますが、採決

態度に違いがある場合は、討論や採決をどのような順で行うべきか不明です。 

・また飯田市議会会議規則第 96条に規定されている「連合審査会」により事前に採決態度

を統一することも想定されますが、連合審査会は、ある事件を付託された委員会が、当該

事件と関係のある他の委員会を招いて、その説明、意見及び質疑をよく聞いてよりよい審

査をしようとしたねらいであって、参加する委員には討論権はないとされており（委員会

条例逐条解説より）実際に意見統一の場とすることには疑義があります。 

 （連合審査会では討論、採決はできないとされています。：議会運営の実際 22 P137） 

 

H30.11.19 議会運営委員会 
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４ 委員会による修正について 

・分割付託においては委員会における修正もできないものと解されています。単に歳出を減

らすだけでは整合性が取れないため、歳入も減ずる必要がありますが、財源に一般財源を

伴うものは、一般財源の歳入が総務委員会の扱いであるため、単独委員会での修正は行え

ません。仮に財源がすべて特定財源であれば修正を行うことは可能と考えられますが、結

果として委員会としての採決態度が違っていることから、本会議での審議が困難となりま

す。 

 そのため、議会運営の解説本では、本会議に修正案を提案することを確認したうえでの、

原案可決の手法が示されています。 

 

 

これらは、議案を分割付託し、その状況で採決をしていることに関しての課題であり、常任

委員会への重複所属が可能となった今日では、予算（決算）常任委員会を設置することで、こ

れらの課題への対応ができるものと思われます。 


